
　　
結婚生活スタートアップ事業

　結婚を機に始まる「新しい生活」を応援するため、住宅取得費、住宅リフォーム費用、賃貸物件の家賃、引っ
越し費用および生活家電購入費を補助します。

主な要件

・�令和４年１月１日～令和５年３月31日に婚姻した新婚世帯であること
・�新婚夫婦の所得を合算した額が400万円未満であること（申請時において無職
の場合は離職した者を所得なしとして算定します。貸与型奨学金を本人名義で
返済している場合は、所得額から年間返済額を控除した額とします）
・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
・申請時に夫婦双方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること
・3年以上継続してつがる市に居住する意思があること

対象経費

①新居の購入費用（建物のみ）、新築の費用
②新居のリフォーム費用
③新居の敷金、礼金、仲介手数料、家賃・共益費（各１カ月のみ）
　※勤務先から住居手当が支給されている場合はその支給額を除きます
④引っ越し費用（引っ越し業者や運送業者に支払った費用）
⑤生活家電購入費用

補助額
対象経費①～④の合計金額　１世帯当たり上限30万円
対象経費⑤　　　　　　　　１世帯当たり上限10万円

対象経費の支払期間

①～④の対象経費
令和４年１月１日から令和５年３月31日までに支払った費用
⑤の対象経費
令和４年４月１日から令和５年３月31日までに支払った費用

申請期限 令和５年３月31日(金)

申請を希望される方は事前にご相談ください。詳細については、市ホームページをご確認ください。
【問い合わせ先】地域創生課　電話42-2111（内線361）

　　
自治会等が行うアメリカシロヒトリ等の駆除に助成します
　市では、自治会等で行う衛生害虫（アメリカシロヒトリ等）駆除に係る薬剤購入費の一部を助成しています。
対象経費　市内に所在する自治会等が行う衛生害虫駆除の薬剤購入に要する経費
交 付 額　１団体１万円を上限とし、予算の範囲内で交付します。
申請の流れ

※交付決定を受ける前に購入したものは対象になりません。
【問い合わせ先】市民課　電話42-2111（内線261）

販売店 自治会等
市役所
市民課

①見積書

④薬剤購入
③交付決定

②交付申請

⑤領収書
⑥実績報告　⑦助成金請求

⑧助成金交付
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●ヘルプカードとは
　障害のある方が困ったときに助けを求めるため
のものです。「手助けが必要な人」と「手助けがで
きる人」を結ぶカードです。障害のある方から「ヘ
ルプカード」の提示がありましたら、記載されて
いる内容に沿って支援をお願いします。
※�ヘルプカードには個人情報
が多く含まれますので、取
り扱いには十分注意してく
ださい。

第30回青森県障害者スポーツ大会

「ヘルプマーク」・「ヘルプカード」を知っていますか？

実施競技 開催日 会場

陸上・フライングディスク ８月28日（日） 新青森県総合運動公園
陸上競技場・補助陸上競技場

アーチェリー ９月３日（土） 新青森県総合運動公園
投てき・アーチェリー場

ソフトボール ９月４日（日） 青森市屋内グラウンド（盛運輸サンドーム）

水泳・卓球・バレーボール ９月４日（日） 新青森県総合運動公園
室内プール・サブアリーナ・メインアリーナ

ボッチャ ９月10日（土） 青森県身体障害者福祉センター
ねむのき会館体育館

ボウリング ９月25日（日） アオモリボウル

※８月28日(日)の開会式の開催は検討中です。
対　　象　�12歳以上（令和４年４月１日現在）の身体障害者手帳、愛護手帳または精神障害者保健福祉手帳

をお持ちの方
参 加 費　無料（ボウリングのみゲーム代、貸しシューズ代がかかります）
申込期限　６月17日(金)
【申し込み・問い合わせ先】福祉課　電話42-2111（内線246）FAX42-4546

配布対象　身体障害、知的障害、発達障害のある方など（手帳の有無は問いません）
配布場所　福祉課

【問い合わせ先】福祉課　電話42-2111（内線241）

●ヘルプマークとは
　義足や人工関節を使用している方、内部障害の方、
発達障害の方など、援助や配慮を必要としているこ
とが外見からはわからない方がいます。そうした
方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知
らせることで援助が得やすくなるよう、「ヘルプマー
ク」を配布しています。
　ヘルプマークを身につけた方を見かけ
たら、電車、バス内で席をゆずる、困っ
ているようであれば声をかけるなど、思
いやりのある行動をお願いします。

広　　　　告
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